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令和元年第 11回定例委員会  

 

１ 日   時 令和元年 6月 12日（水）10時 30分から 11時 15分まで 

 

２ 場   所 委員会室 

 

３ 出 席 者 東京都選挙管理委員会  委  員  長  宮 﨑   章 

                    委員長職務代理  大木田   守 

委     員  嶋 田   實 

委     員  佐 藤 男 三 

                                      事 務 局 長 

                                      担 当 部 長 

                                      選 挙 課 長 

                                      広報啓発担当課長 

書 記 ２ 名 

４ 議   事 

議  案 

 １ 東京都選挙執行規程の一部改正について 

 ２ 選挙争訟について 

 ３ 選挙争訟について 

 ４ 不在者投票を行うことができる施設の指定及び指定取消しについて 

報告事項 

 １ 令和元年５月２６日執行足立区長選挙及び同区議会議員選挙結果について 

 ２ 令和元年６月の選挙人名簿登録者数等について 

 ３ 夏期の寄附禁止ＰＲ強化期間の実施について 

そ の 他 

１ 当面の日程について 

 

５ 会議の概要   

発 言 者 発  言  の  要  旨 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  員 

委 員 長 

 

 ただ今から令和元年第 11回定例委員会を開会いたします。 

お手元に、令和元年第 10回定例委員会の会議要録をお示ししてありますの

で、お気づきの点などがございましたら、事務局まで御連絡をお願いいたしま

す。 

本日は、４件の議案と３件の報告事項を予定しております。 

なお、本日の議題のうち、議案第２号と議案第３号は個人情報を含んでいる

ことから、いずれも非公開審議として取り扱いたいと存じますが、御異議はご

ざいませんか。 

 

異議なし 

御異議なしということですので、そのように取り扱うことといたします。 

それでは、議案第１号東京都選挙執行規程の一部改正について、事務局より
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事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

委  員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

説明を求めます。 

 

≪議案第１号について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

介護医療院が制度として作られた背景はどうなのでしょうか。 

 

平成２９年の介護保険法の改正で介護医療院が新設されました。いまのとこ

ろ東京都では４施設にとどまっておりますが、今後増えて行くものと思われま

すし、不在者投票指定施設として指定をすることも増えてくるものと考えてお

ります。 

 

現在４施設ということですが、もっと介護保険法と 75歳後期高齢者という

部分の定義づけとこれからどうなるのかと関心を持っています。これから動き

がありましたら、報告してください。 

 

これから介護医療院の不在者投票施設としての指定が増えてくると思いま

すので、そういった問題意識を持ちつつ、必要な情報を委員会でご説明させて

いただきたいと思います。 

 

他に御質問・御意見がなければ、お諮りいたします。議案のとおり決定する

ことに、御異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議なしと認めます。よって議案第１号は、原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第４号不在者投票を行うことができる施設の指定及び指定取消し

について、事務局より説明を求めます。 

 

≪議案第４号について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

なし 

 

御質問・御意見がなければ、お諮りいたします。議案のとおり決定すること

に、御異議はございませんか。 

 

異議なし 
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委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

 

 

異議なしと認めます。よって議案第４号は、原案のとおり決定いたしました。 

次に、報告事項第１令和元年５月２６日執行足立区長選挙及び同区議会議員

選挙結果について、事務局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第１について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

なし 

 

御質問・御意見がないようですので、報告事項第１について了承することと

いたします。次に、報告事項第２令和元年６月の選挙人名簿登録者数等につい

て、事務局より報告を求めます。 

 

≪報告事項第２について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

なし 

 

御質問・御意見がないようですので、報告事項第２について了承することと

いたします。次に、報告事項第３夏期の寄附禁止ＰＲ強化期間の実施について、

事務局より報告を求めます。 

 

≪報告事項第３について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

なし 

 

御質問・御意見がないようですので、報告事項第３について了承することと

いたします。それでは当面の日程について説明を求めます。 

 

≪当面の日程について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。御質問・御意見がないようですので、当面の日程について了承すること

といたします。その他これまでの議題について、御質問・御意見ございません

か。 
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委  員 

 

委 員 長 

 

 

なし 

 

特にないようですので、次回の定例委員会は、６月２６日に開催することと

いたします。これより非公開審議に入ります。 

 

 


